No.５

令和７年１１月１０日　
自治区長　様
産業部農業振興課長　鶴田真太郎　
農業委員会事務局長　山岡　雅史　

農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について（お知らせとお願い）

現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下、推進委員という。）の任期が令和８年７月１９日に満了することに伴い、次期委員を募集します。地域の実情に応じて、委員候補者の推薦等にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

〇募集概要
１　募集期間　　令和８年２月２日（月）から３月２日（月）
２　募集方法　　市内全域から公募（推薦・自薦）
３　周知方法　　広報とよた、市ホームページに掲載
※地域のこれまでの選出経緯等によって、現在の委員から相談がある場合があります。その際は候補者の選出や推薦にご協力をお願いします。
※この他、必要に応じて農業委員会事務局から選出等に関して個別にご相談させていただく場合があります。

〇募集要項
	
	農業委員
	推進委員

	人数
	１９人（過半数が認定農業者であること、農業委員会の業務に利害関係のない中立委員が１人以上いること）
	４５人（別表のとおり地区毎に人数を設定）

	任期
	令和８年7月２０日～令和１１年7月２０日
（３年間）
	委嘱日～令和１１年7月１９日
（3年間）

	応募
資格
	・農業に関する識見を有し、農業委員会の業務
を適切に行うことができること
・農業委員会法第８条第４項に規定する欠格
事由に該当しないこと
・暴対法第2条に規定する暴力団若しくは暴力団
員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと
	・農地利用最適化※の推進に熱意と識見を有する
こと
・農業委員会法第８条第４項に規定する欠格事由に該当しないこと
・暴対法第2条に規定する暴力団若しくは暴力団
員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと

	業務
内容
	・総会（毎月）に出席し、農地法その他法令に
基づく農地の権利に係る許可等に関する審議
・地区農業委員会（年４回以上）に出席し、
活動状況についての情報共有や意見交換等
・推進委員と連携し、農地利用最適化活動及び
目標地図の実現及びブラッシュアップに向けた活
動の支援
・農業施策に関する意見書の検討及び提出
	・担当区域内における農地利用最適化の活動
・目標地図の実現及びブラッシュアップに向けた活
動（集落での話合い、地主や担い手との意向
調整等）
・地区農業委員会（年４回以上）に出席し、
活動状況についての情報共有や意見交換等
・農地に関する許認可申請案件等の現地確認

	報酬
	・月額３２，３００円
・農地利用最適化の活動を行う場合は、実績に応じた上乗せ報酬あり
	・月額３２，３００円
・農地利用最適化の活動の実績に応じた上乗せ
報酬あり

	その他
	・各種連絡のやり取りや調査等の活動、活動報
告等は、貸与するタブレット端末を使用して行っ
ていただきます。
・農地利用最適化の活動を行う場合は、国のガイド
ラインに基づき、月１０日以上（一日あたりの
活動時間は不問）の活動を目標としています。
	・各種連絡のやり取りや調査等の活動、活動報告等は、貸与するタブレット端末を使用して行っていただきます。
・国のガイドラインに基づき、月１０日以上（一
日あたりの活動時間は不問）の活動を目標と
しています。


※農地利用最適化の活動内容は以下のとおりです。
①担い手への農地利用の集積・集約化：農地の出し手・受け手の意向把握、話合いへの参加等
②遊休農地の発生防止・解消：農地パトロール（担当区域内農地の巡回）、農地利用状況調査、
再生困難農地調査、遊休農地解消活動（農地所有者の意向把握・草生え指導）等
③新規参入の促進：新規参入者からの相談対応、新規就農審査会への出席、フォローアップ等

〇スケジュール
　令和７年１０～１２月　　関係機関等への周知
　令和８年　　　　２月　　広報とよた２月号・市ホームページへの募集記事掲載
　　　　　　　　　２月　　農業委員・推進委員の募集期間（１か月間）
　　　　　　　　　３月　　農業委員・推進委員の選考
６月　　農業委員について議会の同意取得
　　　　　　　　　７月　　市長による農業委員の任命
　　　　　　　　　　　　　農業委員会による推進委員の委嘱

別表　農業委員及び推進委員地区別人数
	地区
	豊田
	高橋
	上郷
	高岡
	猿投
	保見
	石野
	松平
	藤岡
	小原
	足助
	下山
	旭
	稲武
	中立
	合計

	農業委員
	18
	１
	19

	推進委員
	４
	３
	４
	６
	４
	２
	２
	２
	２
	３
	５
	３
	３
	２
	－
	45





【問合せ】豊田市農業委員会事務局　山岡・中根
電　話：０５６５－３４－６６３９　
ＦＡＸ：０５６５－３３－８１４９　
